
（別添） 
 

建築物の解体工事における外壁の崩落等による 

公衆災害防止対策に関するガイドライン 

 

建築物の解体工事にあたっては、事故防止（特に外壁等の崩落による公衆災

害の防止）を図るため関係する法令、指針等の遵守を徹底するほか、特に以下

に留意しなければならない。 

 

（事前情報の提供・収集と調査の実施による施工計画の作成） 

発注者及び施工者は、解体対象建築物の構造等を事前に調査、把握するととも

に、事故防止に十分配慮した解体工法の選択、施工計画の作成を行うこと。 

・ 発注者は、解体対象建築物の設計図書（構造図、構造計算書、設備図を含む。）、

増改築記録、メンテナンスや点検の記録等（以下「設計図書等」という。）

の情報を可能な限り施工者に提供すること。提供できる情報が少ない場合は、

事前に必要な調査を行うこと。 

・ 発注者及び施工者は、解体工事の契約にあたっては、余裕のある工期や適正

なコストを設定すること。 

・ 施工者は、提示された設計図書等を十分把握するとともに、実況が設計図書

等と異なることを想定し、各構造部分等の十分な目視確認などの調査を行う

こと。また、施工者は、大スパン等の特殊な構造の建築物の解体にあたって

は、必要に応じて構造の専門家と十分に相談する等、安全性を考慮した工法

の選択、施工計画の作成を行うこと。 

 

（想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置） 

施工者は、解体工事途中段階で想定外の構造、設備等が判明した際は、工事を

一時停止し施工計画の修正を検討すること。 

・ 施工者は、解体工事において、内装材、設備配管、構造材等の撤去中に、想

定外の構造形式により建築されていることが判明したり、鉄骨の腐食、溶接

不良等、施工計画において想定していなかった状況が判明した場合は、工事

を一時中断し、必要な調査等を行い、それを踏まえた工法の変更や安全措置

の追加等、施工計画の修正の検討を行うこと。 

・ 施工者は、技術者等の選任にあたっては、解体工事の知識、経験の十分な者

を選任する等、体制の整備を図ること。 

・ 施工計画の修正の検討にあたっては、その内容、工期等について、発注者、

元請の建設業者、解体工事業者等との間で、十分な協議を行うこと。 



 

（建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等の外壁への配慮） 

施工者は、公衆災害を防止する観点から、特に、①建築物の外周部が張り出し

ている構造の建築物、②カーテンウォール等、外壁が構造的に自立していない

工法の建築物の解体工事の施工にあたっては、工事の各段階において構造的な

安定性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成、工事の実施を適切に行うこ

と。 

・ 施工者は、建築物外周の張り出し部、外壁等が外側に倒壊、落下すれば、重

大な公衆災害を引き起こす可能性が高いことを十分認識し、適切な工法、手

順を採用する等必要な対策を講ずること。 

・ 施工者は、張り出し部分は、原則としてそれを支持する構造体が安定してい

る段階で撤去するか、構造体の重心が外側にかからないよう適切に支持する

等の配慮をすること。 

・ 施工者は、外壁の転倒工法等を用いる場合、同時に解体する部分の一体性を

確保するとともに、過度な力を加えず内側に安全に転倒させること。 

・ 施工者は、プレキャスト板等のカーテンウォールは、それ自体で自立しない

ことを十分認識し、落下、転倒等を防止するような支持の方法について十分

な配慮を行うこと。 

 

（増改築部等への配慮） 

施工者は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造等の異

なる構造の接合部、増改築部分と従前部分の接合部等の解体については、特に

接合部の強度等に十分配慮して、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。 

・ 増改築部分と従前部分の接合部は、エキスパンションジョイントやあと施工

のアンカー等、増改築特有の構造となっていること、また、小規模な建築物、

や古い建築物の場合は、設計図書等（特に、構造図、増改築記録）が残され

ていないことが多いこと等から、施工者は、異なる構造の接合部等について

特に、十分な目視確認等による調査を行い、慎重に施工計画を作成すること。 

 

（大規模な建築物への配慮） 

発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事における事故の影響、責任、

解体工事に係る技術の必要性等を十分認識し、関係法令を遵守するとともに、

適切な契約、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。 

・ 発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事は、新築時と同様に、十分

な調査を行うとともに、設計図書等に基づく施工計画、施工管理等が必要で

あることを認識すること。 



・ 発注者及び施工者は、事故が生じた場合の被害の甚大さや、過失責任を十分

認識すること。 

 

（建築物の設計図書等の保存） 

建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等や竣工図の保

存、継承に努めること。 

・ 建築物の設計図書等の情報は、建築物の適正な維持保全に必要であるととも

に、解体時における安全性の検討にとっても重要であることから、建築物の

所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等（特に構造図、増改

築記録）や竣工図の保存に努め、建築物の譲渡、売買等に際しても、その継

承に努めること。 

 




